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徴収関係事務取扱手引Ⅰ（徴収・収納）の一部改訂について 

 

 

労働保険の徴収に関する事務のうち徴収・収納関係の取扱いについては、平成 25 年

３月 29 日付け基発第 0329 第 10 号「徴収関係事務取扱手引Ⅰ（徴収・収納）の改訂に

ついて」の別添により取り扱ってきたところであるが、今般、下記により本手引の一

部を改訂するので、事務処理に遺漏なきよう取り扱われたい。 

 

 

記 

 

 

１ 主な改訂箇所 

（１）特別加入に係る箇所を修正 

（２）収入官吏に係る箇所を修正 

（３）現金領収書に係る箇所の修正 

（４）文言の適正化その他所要の修正 

 

２ その他 

今般修正を行った様式で、現に存するものは、当分の間、これを取り繕って使用す

ることができること。 



 

徴収関係事務取扱手引Ⅰ 

（徴収・収納） 

 

 

 

 

令和７年３月 

 

厚生労働省労働基準局 

労働保険徴収課 
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本通達において引用した法令等の略語は、次のとおりである。 

 

徴 収 法 ＝ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44年法律第 84号） 

徴 収 則 ＝ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和 47 年労働省

令第８号） 

整 備 法 ＝ 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労

働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律（昭和 44年法律第 85号） 

整 備 令 ＝ 失業保険及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働

保険の保険料の徴収等に関する法律の施行

に伴う労働省令の整備等に関する政令（昭和

47年政令第 47号） 

整 備 則 ＝ 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労

働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備

等に関する省令（昭和 47年労働省令第９号） 

救 済 法 ＝ 石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18年法律第４号） 

雇用保険法 ＝ 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号） 

雇用保険法施行規則 ＝ 雇用保険法施行規則（昭和 50年労働省令第３号） 

労災法施行規則 ＝ 労働者災害補償保険法施行規則（昭和 30年労働省令第 22号） 

会 計 法 ＝ 会計法（昭和 22年法律第 35号） 

予 決 令 ＝ 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号） 

歳 入 程 ＝ 歳入徴収官事務規程（昭和 27年大蔵省令第 141号） 

電子情報処理組織令 ＝ 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の

取扱いの特例に関する省令（昭和 52年大蔵省令第 43号） 

出 納 程 ＝ 出納官吏事務規程（昭和 22年大蔵省令第 95号） 

国庫金規程 ＝ 日本銀行国庫金取扱規程（昭和 22年大蔵省令第 93号） 

厚 労 会 程 ＝ 厚生労働省所管会計事務取扱規程（平成 13年厚生労働省訓令第 23号） 

国税通則法 ＝ 国税通則法（昭和 37年法律第 66号） 

国税徴収法 ＝ 国税徴収法（昭和 34年法律第 147号） 

国税徴収令 ＝ 国税徴収法施行令（昭和 34年政令第 329号） 

通基本通達 ＝ 国税通則法基本通達（昭和 45年６月 24日） 

基 本 通 達 ＝ 国税徴収法基本通達（昭和 58年５月 31日） 

証券納付勅限 ＝ 歳入納付に使用する証券に関する件（大正５年勅令第 256号） 

証券納付制限 ＝ 証券の納付に関する制限（大正５年大蔵省令第 30号） 

証券納付細則 ＝ 証券を以てする歳入納付に関する法律施行規則（大正５年大蔵省令第

32号） 

会 院 法 ＝ 会計検査院法（昭和 22年法律第 73号） 

計 証 規 ＝ 計算証明規則（昭和 27年会計検査院規則第３号） 
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厚労計指定 ＝ 厚生労働省の計算証明に関する指定（平成 13年 13検第 180号会計検

査院長発） 

保管金取扱程 ＝ 保管金取扱規程（大正 11年大蔵省令第５号） 

保管金払込程 ＝ 保管金払込事務等取扱規程（昭和 26年大蔵省令第 30号） 

供 託 法 ＝ 供託法（明治 32年法務省令法律第 15号） 

供 託 則 ＝ 供託規則（昭和 34年法律第２号） 

印紙納付法 ＝ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律（昭和 23年法律第 142号） 

公 印 則 ＝ 国の会計期間の使用する公印に関する規則（昭和39年大蔵省令第22号） 

小 切 手 法 ＝ 小切手法（昭和８年法律第 57号） 

小切手振出程 ＝ 小切手振出等事務取扱規程（昭和 26年大蔵省令第 22号） 

破 産 法 ＝ 破産法（平成 16年法律第 75号） 

会 社 法 ＝ 会社法（平成 17年法律第 86号） 

一般社団・財団法 ＝ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18年法律第 48号） 

中小企業等協同組合法 ＝ 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号） 

宗教法人法 ＝ 宗教法人法（昭和 26年法律第 126号） 

会社更生法 ＝ 会社更生法（平成 14年法律第 154条） 

行 審 法 ＝ 行政不服審査法（平成 26年法律第 68号） 
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はじめに 

 

 

労働保険料等の徴収における、会計組織及び事務処理については、会計法、国の債

権の管理等に関する法律等の会計基本法及び予算決算及び会計令、出納官吏事務規程

等の会計諸規程に基づき執行すると同時に、特別法たる労働保険の保険料の徴収等に

関する法律や特別会計に関する法律、厚生労働省所管会計事務取扱規程等の諸規程に

則して事務処理方を行うこととしている。 

これらの諸規程に関しては、その意義や目的を理解すると同時に執行に当たって

は、遵守が求められるものである。 

本手引については、これまでの手引の中から、頻繁に執行される事務処理に関して

抜粋し、執行における留意点等を取りまとめたものであるので、十分に理解されると

同時に執行に万全を期されたい。 

 

第１章 徴収事務 

第１ 徴収の対象 

１ 労働保険料 

労働保険料は、○一般保険料、○特別加入保険料（第１種～第３種）、○印紙保険

料、○特例納付保険料に区分され、さらにその納付の方法により、概算保険料、確定

保険料、増加概算保険料、概算保険料の追加徴収に区分される。 

また、これらの保険料については追徴金及び延滞金が賦課される場合がある。 

 

 

 

  

労働保険料 

一般保険料 

特別加入保険料 

印紙保険料（追徴金・延滞金） 

特例納付保険料（延滞金） 

・概算保険料（延滞金） 
・確定保険料（追徴金・延滞金） 
・増加概算保険料（延滞金） 
・概算保険料の追加徴収（延滞金） 

・概算保険料（延滞金） 
・確定保険料（追徴金・延滞金） 
・増加概算保険料（延滞金） 
・概算保険料の追加徴収（延滞金） 




